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平成27年度も「臨時福祉給付金」を支給します
～10月支給に向けて準備中～

　昨年度に引き続き、市が所得の低い方々へ臨時福祉
給付金を支給します（対象者1人に6000円を支給）。
　支給対象の方には、8月中旬以降に申請書を市から郵
送する予定です。具体的な内容については、広報あび
こ8月1日号や市ホームページなどでお知らせします。
　社会福祉課・内線379

　

平
成
27
年
6
月
分
の
児
童
手

当
受
給
者
に
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
の
申
請
書
を
6
月

8
日
㈪
に
発
送
予
定
で
す
。
期

限
ま
で
に
申
請
が
な
い
場
合
は
、

支
給
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、
児
童
手
当
の
現

況
届
と
兼
用
で
す
。
た
だ
し
、

平
成
27
年
6
月
に
認
定
さ
れ
た

世
帯
に
は
別
に
申
請
書
を
送
付

し
、
公
務
員
の
方
は
所
属
庁
か

ら
申
請
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

対
象　

平
成
27
年
5
月
31
日
時

点
で
、
平
成
27
年
6
月
分
の
児

童
手
当
（
特
例
給
付
を
除
く
）

の
受
給
者
と
児
童
手
当
の
支
給

要
件
に
該
当
す
る
方
（
申
請
を

忘
れ
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る

が
6
月
分
の
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
な
い
方
）

※
Ｄ
Ｖ
を
理
由
に
避
難
し
て
い

る
な
ど
特
別
な
理
由
が
あ
る
方

　

受
給
中
の
方
に
は
6
月
8
日

㈪
に
現
況
届
を
発
送
予
定
で
す
。

6
月
30
日
㈫
ま
で
に
現
況
届
の

提
出
が
な
い
と
支
払
い
が
一
時

停
止
と
な
り
、
提
出
を
確
認
後
、

支
払
い
が
再
開
さ
れ
ま
す
。

※
26
年
度
現
況
届
が
未
提
出
の

方
は
26
・
27
年
度
2
年
分
の
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象　

市
内
に
住
民
登
録
し
て

い
る
方（
外
国
人
の
方
も
含
む
）

で「
支
給
対
象
と
な
る
児
童
」が

0
歳
～
中
学
校
修
了
前
の
日
本

　

個
人
の
市
・
県
民
税
の
納
税

通
知
書
は
6
月
10
日
㈬
に
発
送

予
定
で
す
。

納
付
期
限（
普
通
徴
収
第
１
期
）

6
月
30
日
㈫

納
付
方
法　

納
付
書
裏
面
に
記

載
の
金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付

◎
65
歳
以
上
の
方
へ
～
公
的
年

金
（
老
齢
基
礎
年
金
等
）か
ら

の
引
き
落
と
し
に
つ
い
て
～

　

納
税
の
利
便
性
や
徴
収
事
務

の
効
率
化
の
た
め
、
市
・
県
民
税

を
公
的
年
金
か
ら
引
き
落
と
す

制
度
が
平
成
21
年
10
月
か
ら
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
4
月
1
日

現
在
、
65
歳
以
上
（
昭
和
25
年

4
月
2
日
以
前
生
ま
れ
）の
公

的
年
金
受
給
者
で
、
前
年
中
の

年
金
所
得
に
係
る
市
・
県
民
税

の
納
税
義
務
の
あ
る
方
が
対
象

に
つ
い
て
は
、
要
件
に
該
当
し

な
く
て
も
受
給
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
児
童
手
当
の
支
給
要
件
に
該

当
す
る
方
も
基
準
日
に
我
孫
子

市
に
住
民
票
が
あ
れ
ば
給
付
金

が
受
給
で
き
ま
す
の
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

支
給
金
額　

対
象
児
童
1
人
に

つ
き
3
0
0
0
円（
1
回
限
り
）

申
請
期
限　

9
月
30
日
㈬

支
給
方
法
・
持
ち
物　

①
児
童

手
当
と
同
一
の
口
座
②
児
童
手

当
と
別
口
座
（
支
給
対
象
者
本

人
の
別
口
座
に
限
る
）、
支
給
対

象
者
の
本
人
確
認
証
と
変
更
先

口
座
の
確
認
で
き
る
通
帳
ま
た

は
カ
ー
ド
の
写
し
を
添
付

支
給
時
期　

10
月
以
降
に
支
給

予
定

提
出
先
・
　

同
封
の
返
信
用

封
筒
で
郵
送
ま
た
は
持
参
。
子

国
内
に
居
住
す
る
児
童
を
養
育

す
る
父
ま
た
は
母
で
所
得
の
高

い
方

支
給
月
額　

３
歳
未
満
…
１
万

５
０
０
０
円
、
３
歳
～
小
学
校

修
了
前
…
〈
第
１
子
・
第
２
子
〉

１
万
円
、〈
第
３
子
以
降
〉１
万

５
０
０
０
円
、
中
学
生
…
１
万

円
、
所
得
制
限
（
所
得
金
額
６

２
２
万
円
＋
扶
養
親
族
数
×
38

万
円
）を
超
え
る
方
…
５
０
０

０
円

提
出
に
必
要
な
書
類　

児
童
手

で
す
。

○
今
年
度
か
ら
新
た
に
公
的
年

金
か
ら
引
き
落
と
し
に
な
る
方

　

6
・
8
月
は
年
税
額
の
4
分

の
1
ず
つ
を
納
付
書
で
納
め
て

い
た
だ
き
、
10
・
12
・
2
月
は

公
的
年
金
の
支
払
い
時
に
年
税

額
の
6
分
の
1
ず
つ
が
引
き
落

と
し
さ
れ
ま
す
。

○
引
き
続
き
公
的
年
金
か
ら
引

き
落
と
し
に
な
る
方　

　

4
・
6
・
8
月
は
前
年
度
の

2
月
の
税
額
と
同
額
が
引
き
落

と
し
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
10
・

12
・
2
月
は
公
的
年
金
の
支
払

い
時
に
年
税
額
か
ら
4
・
6
・

8
月
に
引
き
落
と
さ
れ
た
税
額

を
差
し
引
い
た
残
り
の
税
額
の

3
分
の
1
ず
つ
が
引
き
落
と
し

さ
れ
ま
す
。

※
税
額
な
ど
に
つ
い
て
は
、
納

税
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
平
成
27
年
度
分
の
市
・
県
民

税
の
証
明
書
は
6
月
1
日
か
ら

交
付
し
ま
す
。

　

課
税
課　

◎
納
税
通
知
書

に
つ
い
て
・
内
線
3
3
5
◎
証

明
書
に
つ
い
て
・
内
線
4
0
5

納
付
期
限（
普
通
徴
収
第
１
期
）

6
月
30
日
㈫

納
付
方
法　

納
付
書
裏
面
の
金

融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
納
付
。

※
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）の
方
は
、
通
知

書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
者
支
援
課
・
内
線
３

１
３

ど
も
支
援
課
（
西
別
館
2
階
）・

内
線
4
4
8

※
持
参
に
限
り
市
民
課
、
各
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
受
け

付
け
ま
す
。
な
お
、
審
査
に
つ

い
て
は
担
当
課
で
行
う
た
め
、

不
足
書
類
が
発
生
し
た
場
合
、

別
途
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

当
等
現
況
届
（
押
印
）

添
付
書
類　

⑴
厚
生
年
金
等
の

年
金
加
入
者
は
、
請
求
者
の
健

康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
。

※
健
康
保
険
者
証
で
加
入
し
て

い
る
年
金
が
確
認
で
き
な
い
場

合
は
、
勤
め
先
よ
り「
年
金
加

入
証
明
書
」を
取
得
し
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
⑵
平

成
27
年
1
月
2
日
以
降
に
転
入

さ
れ
た
方
は
、
前
住
所
地
の
市

町
村
が
発
行
し
た
平
成
27
年
度

の
課
税
等
証
明
書　

⑶
児
童
と

別
居
中
な
ど
の
場
合
は「
別
居

監
護
申
立
書
」と「
別
居
児
童
を

含
め
た
世
帯
全
員
の
住
民
票
」

を
別
居
児
童
の
住
民
登
録
地
で

取
得
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑷
6
月
中
に
転
出
予
定
の
方
は

消
滅
届　

⑸
第
2
子
以
降
の
増

額
の
届
出
を
し
て
い
な
い
方
は

額
改
定
届　

⑹
口
座
変
更
希
望

者
は
振
込
口
座
変
更
届
と
通
帳

ま
た
は
カ
ー
ド
の
写
し

提
出
先
・
　

同
封
の
返
信
用

封
筒
で
郵
送
ま
た
は
持
参
。
子

ど
も
支
援
課
（
西
別
館
2
階
）・

内
線
３
４
７

※
持
参
に
限
り
市
民
課
、
各
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
も
受

け
付
け
ま
す
。
な
お
審
査
に
つ

い
て
は
、
担
当
課
で
行
う
た
め

不
足
書
類
が
発
生
し
た
場
合
、

別
途
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

昨
年
に
引
き
続
き
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

児
童
手
当
の
受
給
者
は

現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

平
成
27
年
度
介
護
保

険
料
納
入
通
知
書
は

6
月
15
日
㈪
に
発
送

予
定

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　国民健康保険（国保）は、加入者が保険税を負担し合うことにより、万が一病気やけがをした時に医
療費の一部を支払うことで、安心して必要な治療を受けることができる社会保障制度のひとつです。
国保に加入するとき、やめるときには、必ず国保年金課または各行政サービスセンターで届出をして
ください。� 　国保年金課☎内線353、354
■ 保険税の納税通知書は、6月15日㈪に世帯主あてに発送予定です
　納税義務者は世帯主です。世帯主が国保加入者でない場合でも世帯主（納税義務者）あてに通知しま
す。普通徴収による保険税の納付は1年分（4月～翌年3月までの12か月分）を10回に分けて納めていた
だきます。必ず納付書内に記載されている納期限までに納めてください。
■ 特別徴収（年金から天引き）の対象者は次のすべてに該当する方です
①世帯主が国保の被保険者であり、当年度75歳に到達しないこと�②世帯内の国保の被保険者全員が65
歳～74歳であること�③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること�④介護保険料と国民
健康保険税との合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと
※新たに特別徴収の対象となる方には、特別徴収開始通知書または仮徴収開始のお知らせを送付します。
※世帯主が年度途中で75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合は、その年度の特別徴収は行いません。

■ 納付が困難な場合は、早めに納税相談を！
　保険税を滞納すると延滞金が加算されます。納付が困難な場合は分割による納付方法などがありま
すので、ご相談ください。

保険税の算定方法　国民健康保険税の算定方法は年齢により異なります。
◎�40歳未満の方＝医療分＋後期高齢者支援金分
◎�40歳以上65歳未満の方＝医療分＋後期高齢者支援金分＋介護分
◎�65歳以上75歳未満の方＝医療分＋後期高齢者支援金分

■ 1年間の国民健康保険税はこうして決められます
所得割額 均等割額 平等割額

医
療
分

＝ （前年中の総所得金額等－
基礎控除額33万円 ）× 7.25％ ＋ 国保加入者数× 1万8000円 ＋

特定世帯以外 1万8600円
特定世帯※ 9300円
特定継続世帯※ 1万3950円

後
期
高
齢
者

支
援
金
分

※賦課限度額は、52万円です。 ※特定世帯および特定継続世帯とは、国民
健康保険に加入していた方が後期高齢者医
療保険に移行されたことにより、その世帯
で国民健康保険に残る方が１人だけになる
世帯のことです。特定世帯は1人となって
から5年以内の世帯、特定継続世帯は特定
世帯の5年経過後、3年以内の世帯です。

＝ （前年中の総所得金額等－
基礎控除額33万円 ）×2.00％ ＋ 国保加入者数×4200円

※賦課限度額は、17万円です。
介
護
分

＝ （前年中の総所得金額等－
基礎控除額33万円 ）×1.55％ ＋

介護保険第2号被保険者数
（40歳～65歳未満の方）
×1万2600円

※賦課限度額は、16万円です。
※年度途中で40歳になる方は、その月（1日が誕生日の方は前月）から課税となるため、税額変更通知を送付します。
※国民健康保険税の制度改正により今年度から賦課限度額が、医療保険分は51万円から52万円へ、後期高齢者支援分は
16万円から17万円へ、介護保険分は14万円から16万円へ引き上げられました。
★正しい課税のためにも確定申告または市・県民税の申告をお願いします。

手続き簡単! 
普通徴収でのお支払いは

便利な口座振替で

　口座振替にすると自動的に引き落とされ翌年以降も継続されます。口座振替
依頼書（国保年金課、市内の各金融機関および郵便局に用意）、預貯金通帳と通
帳届出印をお持ちのうえ、金融機関窓口でお申し込みください。

あなたの納める保険税が国保を支えます

※年度の途中に75歳になり後期高齢
者医療保険に移行する方の保険税は
誕生日の前月までで算定しています。

http://www.city.abiko.chiba.jp/
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